
　

近
年
、
東
日
本
大
震
災
や
熊

本
県
・
鳥
取
県
で
も
大
き
な
地

震
が
発
生
し
て
お
り
、
将
来
的

に
は
南
海
ト
ラ
フ
地
震
の
発
生

が
予
測
さ
れ
る
な
ど
、
い
つ
ど

こ
で
起
こ
る
か
分
か
ら
な
い
地

震
へ
の
備
え
が
重
要
視
さ
れ
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
、
広
島
県
は

土
砂
災
害
の
危
険
が
高
い
地
域

で
も
あ
り
、
予
期
せ
ぬ
大
雨
・

台
風
に
よ
る
が
け
崩
れ
な
ど
の

災
害
に
対
し
て
も
、
備
え
て
お

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
災
害
に
備
え
て
住

宅
の
耐
震
改
修
な
ど
を
行
う
場

合
の
補
助
制
度
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
老
朽
化
し
た
危
険
な
空

き
家
の
解
体
費
用
へ
の
補
助
制

度
も
あ
り
ま
す
。
倒
壊
や
落
下

物
に
よ
る
被
害
が
発
生
し
た
場

合
の
責
任
は
所
有
者
に
あ
る
た

め
、
被
害
が
出
る
前
の
対
策
が

重
要
と
な
り
ま
す
。

　

自
然
災
害
や
空
き
家
に
よ
る

被
害
は
起
こ
っ
て
か
ら
で
は
遅

い
た
め
、
今
か
ら
早
め
の
対
策

を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

補
助
の
条
件
は
、
そ
れ
ぞ
れ

異
な
り
ま
す
の
で
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

都
市
デ
ザ
イ

　

ン
課
（
☎
４
３-

７
１
５
６
）

木造住宅の耐震診断費補助

木造住宅の耐震改修費補助

老朽危険空き家の解体の補助

土砂災害対策工事の補助

がけ地に近接する危険住宅の補助

対　象 補助金額
　次の全てに該当するもの

▽市内にある昭和56年５月31日以前に着工された木造住宅であること。
※併用住宅の場合、半分以上が住宅部分であること。

▽構造が木造在来軸組構法または伝統的構法であること。
※ツーバイフォー工法、プレハブ工法などは除く。

▽地階を除く階数が２以下であること。

▽市に登録された木造住宅耐震診断資格者に依頼して行う耐震診断であること。

▽この耐震診断費の補助事業による補助を受けていないこと。

耐震診断経費の３分の２
※４万円を限度。

募集件数

５件程度

対　象 補助金額
　次の全てに該当するもの

▽市内にある昭和56年５月31日以前に着工された木造住宅であること。
※併用住宅の場合は、半分以上が住宅部分であること。

▽構造が木造在来軸組構法または伝統的構法であること。
※ツーバイフォー工法、プレハブ工法などは除く。

▽地階を除く階数が２以下であること。

▽ �市に登録された木造住宅耐震診断資格者が作成する計画書に基づ
いて行う耐震改修工事で、定める要件を満たすこと。

▽この耐震改修費の補助事業による補助を受けていないこと。

耐震改修費
の２分の１
※50万円を
限度。

募集件数

２件程度

対　象 補助金額
　次の全てに該当するもの

▽対象の区域にある建築物であること。

▽対象の区域に指定されるよりも前に着工された建築物であること。

▽改修前の建築物が構造基準に適合していないこと。

▽改修後の建築物が構造基準に適合していること。

▽この土砂災害対策の補助事業による補助を受けていないこと。

工事費の対象は330万円を上限とし、その対象の23％
※75.９万円を限度。

募集件数

１件程度

対　象 補助金額

　次の全てに該当するもの

▽対象の区域にある住宅であること。

▽対象の区域に指定されるよりも
　前に着工された住宅であること。

▽このがけ地近接の補助事業によ
　る補助を受けていないこと。

▽除却などによる経費
※80.2万円を限度。

▽移転による建設または購入をする資金の借入金利（年利率8.5％を限度）相当額
※建物31９万円／戸、土地９6万円を限度。

募集件数
１件程度

対　象 補助金額 対象工事 募集件数 募集期限

　次の全てに該当する空き家の所有者または相続人など

▽市内にある空き家で、不良度判定基準を満たしたもの。

▽木造であるもの。

▽半分以上が住宅部分であるもの。

解体工事費の３
分の１
※上限30万円。

補助対象空き
家の全てを解
体する工事

10件程度 ７月31日（水）

　

申
請
書
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
、
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

住宅の所有者が行う耐震診断費用の一部を市が補助します。

住宅の所有者が行う耐震改修工事費用の一部を市が補助します。

建築物の所有者が行う土砂災害対策工事費用の一部を市が補助します。

住宅の所有者が行う危険住宅の除却や移転工事費用の一部を
市が補助します。

耐震改修
などの

補助制度
があります　
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